
 

 

 

 

 

 

 

令和３年１２月定例会 

（２０２１年） 

 

議案書③ 
 

１１月２９日提出 

 

【その他】 
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市議案第１１３号 

   工事請負変更契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負変更契約を締結するものとする。 

 

 

  令和３年（２０２１年）１１月２９日提出 

 

 

               豊中市長  長 内 繁 樹 

 

 

記 

 

１ 件 名  蛍池南町勝部線（新勝部橋）改修工事 

２ 変 更 前 契 約 金 額 １５７，５５９，６００円 

３ 変 更 後 契 約 金 額 １８０，１７２，３００円 

４ 今回変更による増額 ２２，６１２，７００円 

５ 変 更 の 要 因 塗膜試験の結果、施工方法の変更等が生じた

ことに伴い変更契約するもの 

６ 契 約 先 光耀建設株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 上記の工事について請負変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第２条の規定

により提案するものである。 
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市議案第１１４号 

   工事請負変更契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負変更契約を締結するものとする。 

 

 

  令和３年（２０２１年）１１月２９日提出 

 

 

               豊中市長  長 内 繁 樹 

 

 

記 

 

１ 件 名  豊中市立武道館ひびき及び豊中市立青年の家

いぶき大規模改修工事 

２ 変 更 前 契 約 金 額 ２９２，４０９，７００円 

３ 変 更 後 契 約 金 額 ２９８，３６８，４００円 

４ 今回変更による増額 ５，９５８，７００円 

５ 変 更 の 要 因 足場を架けた試験の結果、施工方法の変更等

が生じたことに伴い変更契約するもの 

６ 契 約 先 株式会社松本工務店 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 上記の工事について請負変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第２条の規定

により提案するものである。 
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市議案第１１５号 

   動産の買入れについて 

 

 次のとおり動産を買い入れるものとする。 

 

 

  令和３年（２０２１年）１１月２９日提出 

 

 

                 豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

記 

 

動  産  名 買 入 れ 金 額 買 入 れ 先 

 

豊 中 市 中 学 校 給 食 

全 員 給 食 用 食 缶 

 

26,033,700 円 
株 式 会 社 ア イ ホ ー 

 大 阪 支 店 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 上記の動産を買い入れたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第３条の規定により提案

するものである。  
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市議案第１１６号 

   動産の買入れについて 

 

 次のとおり動産を買い入れるものとする。 

 

 

  令和３年（２０２１年）１１月２９日提出 

 

 

                 豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

記 

 

動  産  名 買 入 れ 金 額 買 入 れ 先 

 

豊 中 市 中 学 校 給 食 

全 員 給 食 用 食 器 

 

27,297,600 円 
株式会社中西製作所 

大 阪 支 店 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 上記の動産を買い入れたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第３条の規定により提案

するものである。  

5



 

 

市議案第１１７号 

   訴えの提起について 

 

下記のとおり訴えを提起するものとする。 

 

  令和３年（２０２１年）１１月２９日提出 

 

 

                豊中市長  長 内 繁 樹 

 

記 

 

１  相  手  方  兵庫県神戸市北区中里町２丁目２番１－４－２４１号 

                  井  上  真  帆 

２  事  件  名  学校給食費支払請求事件 

３  事 件の概要   

４  請求の趣旨 

    （１）学校給食費の支払いを求める。 

    （２）納期限の翌日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支 

払いを求める。 

    （３）訴訟費用は相手方の負担とする。 

５  そ  の  他  必要に応じ上訴し、和解し、その他必要な措置を行うこと  

ができるものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 上記の事件について訴えを提起するため、地方自治法第９６条第１項第１２

号の規定により提案するものである。 
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市議案第１１８号 

   訴えの提起について 

 

下記のとおり訴えを提起するものとする。 

 

  令和３年（２０２１年）１１月２９日提出 

 

 

                豊中市長  長 内 繁 樹 

 

記 

 

１  相  手  方  箕面市坊島５丁目８番７号の１ 

                      金  子  克  己 

２  事  件  名  生活援護資金貸付金返還金支払請求事件 

３  事 件の概要   

４  請求の趣旨 

    （１）生活援護資金貸付金返還金の支払いを求める。 

    （２）納期限の翌日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支 

払いを求める。 

    （３）訴訟費用は相手方の負担とする。 

５  そ  の  他  必要に応じ上訴し、和解し、その他必要な措置を行うこと  

ができるものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 上記の事件について訴えを提起するため、地方自治法第９６条第１項第１２

号の規定により提案するものである。 
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